
　人事行政を運営する上で、公平性と透明性を保つため「湯川村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」
に基づき、本村職員の任免・給与・福利厚生等に関する概要をお知らせします。

１　職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職員の採用状況（平成31年4月1日）

男性 女性 合計
一般行政職 3 0 3
教育公務員 0 1 1

（２）職員の退職状況（平成30年度）
人数 うち再任用

1 1
1 0
3 0
5 1

（３） 部門別職員数の状況（平成31年4月1日現在） 単位：人

平成29年 平成30年 平成31年 平成29年 平成30年 平成31年

議 会 1 1 1

総務企画 11 11 11 -4

税 務 3 3 3

民 生 10 10 10

衛 生 4 4 4 -1

労 働

農林水産 5 5 5 -1

商 工 3 3 3 3

土 木 3 3 3 1

小 計 40 40 40 -2 0 0
特別行政部門 教 育 12 12 12

52 52 52 -2 0 0
水 道

下 水 道 1 1 1
国 保 2 2 2
介 護 3 3 3 2
小 計 6 6 6 2 0 0

58 58 58 0 0 0

２　職員の人事評価の状況
（１）人事評価の目的
　　・能力・実績に基づく人事管理の徹底⇒より高い能力を持った職員の育成
　　・組織全体の士気高揚、公務能率の向上⇒住民サービス向上の土台作り

（２）評価期間
　　業績評価：４月１日～翌３月３１日
　　能力評価：４月１日～翌１月３１日
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計
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３　職員の給与の状況
（１）　人件費の状況（普通会計決算）

歳出額 実質収支 人件費 人件費率
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ）

千円 千円 千円 ％
2,537,923 74,151 487,563 19.2

（注）　人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

（２）　職員給与費の状況（普通会計決算）
職員数

A 給料 職員手当 計B
人 千円 千円 千円 千円 千円
52 180,165 26,659 279,160

（注）　職員手当には退職手当を含みません。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間の状況

（２）年次有給休暇の取得状況（平成30年）
　年次有給休暇は、１年ごとに20日付与されており、20日を超えない範囲内の残日数は、翌年に
繰り越すことができることになっています。
　１人当たりの平均取得日数（村長部局の一般職員）は次のとおりです。

（３）病気休暇及び特別休暇の状況（平成31年4月1日現在）

（４）介護休暇の取得状況（平成30年度）
単位：人

男性
女性
計

区分 住民基本台帳人口 28年度の人件費率

29年度
H30.1.1 ％

3,315 20.0

区分
給 与 費 一人当たり給与費

期末・勤勉手当 （B/A)

38時間45分 午前8時30分 正午～午後1時 午後5時15分

１人当たり平均取得日数
8.5日

29年度
72,336 5,368

１週間の勤務時間 始業時刻 休憩時間 終業時刻

配偶者の出産休暇 2日以内
育児休暇 1日2回30分以内
生理休暇 2日以内

種類 付与日数
病気休暇 負傷又は疾病の場合　90日
産前産後休暇 産前8週間以内、産後8週間以内

結婚休暇 5日以内
父母の祭日の休暇 1日以内
骨髄移植に係る登録又は骨髄液提供の休暇 必要と認められる期間

忌引休暇 配偶者の場合10日以内　ほか
夏季休暇 5日以内
ボランティア休暇 5日以内

風水震火災その他の災害による交通の遮断を事由と
する休暇

必要と認められる期間

風水震火災その他の災害による職員の住居の滅失
等を事由とする休暇

1週間の範囲内で必要と認められる期間

交通機関の事故等を事由とする休暇 必要と認められる期間

選挙権等の権利行使のための休暇 必要と認められる期間
裁判員、証人等として官公署へ出頭するための休暇 必要と認められる期間

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律の規定による交通の制限又は遮断を事由と
する休暇

必要と認められる期間

0
0

風水震火災その他の災害による職員の退勤途上に
おける身体の危険の回避を事由とする休暇

必要と認められる期間

子の看護休暇 5日以内

介護休暇取得者
0



５　職員の休業に関する状況（平成30年度）
　育児休業等の取得状況 単位：人

男性
女性
計

６　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成30年度）
（１）分限処分の状況　…　該当者なし
（２）懲戒処分の状況　…　戒告　１名

７　職員の服務の状況（平成30年度）
（１）営利企業等の従事許可の状況　…　該当なし
（２）職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況　…　１５件

８　職員の退職管理の状況（平成30年度）
　地方公務員法第38条の2の規定により、営利企業などに再就職した元職員は、離職前５年間に
在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対し、在職時の職務に関して一定の
影響力を有することを背景に、離職後２年間、職務上の行為（契約、許認可等）をするようにまたは
しないように依頼・要求してはならないとされています。
　職員は、再就職者による依頼などがあった場合、同条第7項の規定に基づき遅延なく任命権者
にその旨を届け出なければなりません。
（１）再就職者による依頼などの承認申請　…　該当なし
（２）再就職者から依頼などを受けた場合の届出　…　該当なし

９　職員の研修の状況（平成30年度）
（１）外部研修 単位：人

人数
ふくしま自治研修センター 16

1
1
1
3
0
1
2
7

※　人事評価講座、情報発信力向上講座　など

（２）庁内研修 単位：人
人数

24
15
30
11

平成30年度中に新たに取得した職員 平成29年度以前か
らの継続取得者育児休業取得者 部分休業取得者 育児短時間勤務取得者

0

研修内容 対象者

0 0 0 0
0 0 0 0

新規採用職員研修（前期） 新規採用職員
新規採用職員研修（後期） 新規採用職員
基礎力アップ研修 採用後5年目の職員

0 0 0

新任係長研修 新たに係長職に就いた職員
選択研修　※ 希望する職員

応用力アップ研修 採用後9年目の職員
実行力アップ研修 採用後13年目の職員
新任課長研修 新たに課長職に就いた職員

人事評価目標設定研修会 全職員
人事評価評価者研修会 評価者となる職員

研修内容 対象者
階層別研修１ 主事・主査
階層別研修２ 主任主査・主幹



１０　職員の福祉及び利益の保護の状況（平成30年度）
（１）健康診断の実施状況 単位：人

（２）湯川村職員互助会への助成
　職員の福利厚生を図るため、地方公務員法第42条に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する
事業への助成を行っています。

千円 千円 人 円 ％

なお、公費負担額のうち一部は共済組合からの助成を受けています。

（３）公務災害及び通勤災害の状況
単位：件

（４）勤務条件に関する措置の要求　…　該当なし

（５）不利益処分に関する不服申し立て　…　該当なし

人間ドック 15

公費負担額 会員掛金総額 互助会会員数
会員一人当たりの

公費補助金額

区分 受診者
生活習慣病予防検診 45

計 0

年度中認定件数
公務災害 0
通勤災害 0

公費負担率

253 986 64 3,953 20.4


